
平成21年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その２ 

平成21年９月10日（木） 

                                       

（午前９時31分 開議） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は22人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 今回提出された請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり４件であります。これを会

議規則第134条の規定により、請願第11号 ご

み袋の大幅値上げの見直しを求める請願につ

いては総務委員会に、請願第12号 国道371

号バイパス建設事業に関連し、サンロード三

石台マンション出入口交差点への信号機設置

に関する請願については経済建設委員会に、

請願第13号 橋本市立の保育園及びこども園

全園に「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）」の設

置を求める請願については文教厚生委員会に、

請願第14号 橋本市訪問看護ステーションの

安定した経営を求める請願については文教厚

生委員会にそれぞれ付託いたします。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において16番 中谷晉君、

20番 中上君の２人を指名いたします。 

 この際、お諮りいたします。 

 12番 辻本君から９月８日の一般質問にお

ける発言について、一部不適切な発言があっ

たので、会議規則第65条の規定により、その

部分を取り消したい旨の申し出がありました。

この取り消し申し出を許可することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、辻本君からの発言の取り消し申し

出を許可することに決しました。 

 次に、お諮りいたします。 

 11番 岩田君から９月９日の一般質問にお

ける発言について、一部不適切な発言があっ

たので、会議規則第65条の規定により、その

部分を取り消したい旨の申し出がありました。

この取り消し申し出を許可することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、岩田君からの発言の取り消し申し

出を許可することに決しました。 

                     

日程第２ 認定第１号 平成20年度橋本市

一般会計決算の認定について 

○議長（中西峰雄君）日程第２ 認定第１号

平成20年度橋本市一般会計決算の認定につい

て を議題といたします。 

 便宜、事項別明細書により歳出から款別に

行います。決算書の76ページをお開きくださ

い。 

 まず、１款議会費、76ページから79ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、２款総務費、78ページから127ページまで、

質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）103ページから105ペー
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ジにかけてなんですけれども、0236自治会に

要する経費、ここのところで報償費、金額は

少ないんですけれども、１万7,966円とか、広

報等配送業務委託料を含めて委託料で189万

2,000円というのが上がっていまして、その下

の0237行政事務に要する経費、ここで一般報

償金が180万円、行政事務委託料、これが2,900

万円とかなり大きな金額、これは各区に対し

て交付されていると思うんですけれども、こ

の行政事務委託の根拠となる条例とか、どう

いう根拠で区に対してこれをおろしているの

か、また、区は、各区に応じてこの金額の扱

いがどうも違うようにも聞くんですけれども、

そのあたり、当局としてどのように把握され

ているのか、その点についてお尋ねします。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君、答弁もれ

の指摘を願います。 

○13番（瀧 洋一君）今、取り決めというこ

となんですけど、その根拠となる条例とか、

この支払いの根拠となるものに、今、取り決

めというようなことがあったんですが、どう

いう条例でしているのかという点が一点。そ

れと、自治会に要する経費の一般報償金とか、

この辺との違いですね。この行政事務の一般

報償金180万円、要するに区に多分支出されて

いるというのはわかるんですけれども、自治

会に要する経費、行政事務に要する経費、そ

れぞれの違いについてという点についての答

弁をお願いします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 ○総務部長（中山哲次君）失礼しました。ま

ず、行政事務委託料につきましては、要綱だ

ったか規定だったか、済みません、後でご答

弁させていただきます。規定か要綱で作成し

ておりまして、それに基づいて支出をさせて

いただいております。 

○総務部長（中山哲次君）行政事務委託料に

つきましては、まず一点、根拠ということで

ございますけれども、これは市の取り決めの

中で戸数割1,100円、それから何世帯というこ

との世帯数を掛けましての合計が2,920万

9,440円ということで、合併前は旧の高野口町、

旧の橋本市で各算出根拠が異なっておりまし

た。合併後、新市になりまして統一をさせて

いただきまして、各区ごとに戸数割、世帯数

割ということで、戸数割が1,100円、世帯数割

につきましては、各区ごとの世帯数で積算さ

せていただきましてお支払いをさせていただ

いておりますということでございます。 

 それから、103ページの一般報償金でござい

ますけれども、これにつきましては、各区、

市内に百数名の区長がおられます。その各区

の代表である区長理事というのを選出してい

ただいておりまして、その区長理事、今現在

９名でございますけれども、その方々の毎月

区長理事会を開催させていただいておりまし

て、毎月区長理事会ということで月に１回は

低出席をしていただいて、区全体の、また

市の動き、行政お願い事項等を各区長理事に

お願いしまして、各区長理事が各地域の区長

へ伝達なり依頼なり報告なりをしていただい

ておるということで、今現在は９名の方々の

代表である区長理事の業務委託料ということ

で、区長理事会以外にも各種市の行政のお願

い事項、連絡事項、また要望事項、赤い羽根

から始まりまして緑の羽根、そういったもろ

 それから、各区の違いでございますが、確

かに行政事務委託料の支出、活用のほうにつ

きましては各区で異なっております。それに

つきましては、各区の自主性にお任せをして

おりまして、特段、市のほうから縛りはいた

してございません。そして、その報告はうち

のほうへいただいております。 

 以上でございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 
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もろのお願い事項を、すべて区長理事を通じ

て各区長におろさせていただいておる業務委

託料でございます。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）その前に、先ほど

の2,920万9,440円の区長連合会への支出です

が、説明不足でございますので、もう少しご

答弁させていただきます。戸数割が1,100円の

世帯数割を掛けた金額が年間で2,553万6,500

円、そこへ均等割、これもお支払いさせてい

ただいておりまして、年間で287万6,000円と

いうことで、合計2,920万9,440円でございま

す。失礼しました。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）そしたら、この行政事

務のほうの一般報償金、これについてはどう

なんですか。これとの違いということでお尋

ねしたんですが。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、行政事務委

託料につきましては。  それから、今回のご質問でございますけれ

ども、各区長なり区、自治会、名称は違うわ

けですけれども、今後どういう扱いをしてい

のか、明確化していくのかということでござ

いますけれども、今現在も共助・協働の社会

になってきております。ですから、行政だけ

で何もかも市民の要望をお聞きするなり行政

サービスをするというのは、ある程度限界に

近づいてきておるのではないかと。住民の本

意を吸い上げさせていただく、行政に反映さ

せていただくとなれば、区長は区民の方々の

ご意見も集約していただいておりますので、

この区長のご意見なり活動が非常に大事な影

響力といいますかウエートを占めてまいると

考えておりますので、今後とも自治会組織の

強化はお願いしていきたいし、自治会区長と

も今後行政と分かち合うといいますか、助け

ていただきながら行政運営をしていきたいと

いうことで、今後も区長組織はより強化させ

ていただきたい、お願いをしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

（「一般報償金180万円」と呼ぶ者あり） 

○総務部長（中山哲次君）先ほどご答弁させ

ていただいた180万円というのは、各区長の、

例えば旧隅田村でございますと、隅田には中

島とか下兵庫とか、その方々の各区の代表の

方１名が区長理事です。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）そうしましたら、これ

は９名で180万円ということなんですけれど

も、要は区というものに対しての支出、高野

口のほうでもいろいろ区の再編とかが合併に

伴って行われていると思うんですけれども、

今後、この区に対してどのような形で、区長、

区という組織、自治会という組織なのか、ち

ょっとここの扱いというのがあまり明確にな

っていないのかなという気がしたのでお尋ね

をしているんですけれども、これをどのよう

に考えていくのか、そしてまた広報の配送委

託、これも12万2,000円、これは以前に役職の

方が広報を届けていただくというようなこと

で、多分、区の中だけでの配送ということに

なっているのかと思うんですが、12万円、か

なり金額が少なくなっているので、いいので

すが、今後この広報の配送というのも、今ま

でと同様のような形で12万円とか、これぐら

いの金額でやっていかれるおつもりなのか、

お尋ねします。 

 それから、広報の配布でございますけれど

も、ここに挙げさせていただいておりますの

は、基本的には市の幹部職員が直接区長のと

ころへ広報を配布させていただいております。

どうしても地域によっては配布できない部分

については、一部従来どおり配達をさせてい

ただいておりますので、その部分につきまし
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ては、この決算金額が出ておる数字で、今後

も幹部職員による区長への広報等、連絡なり

広報の配達、それは続けさせていただきたい

というふうに考えてございます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）97ページの企業誘致に

要する経費の中の公有財産購入費、土地購入

費で２億9,547万1,304円支出されているんで

すが、この購入場所及び面積、それから金額

等について伺います。 

 それと次に、107ページの電算管理運営に要

する経費の中の使用料及び賃借料ということ

で、機械等借上料5,188万7,846円の内訳、で

きるだけ具体的にお願いします。 

 それから３点目は、113ページの人権対策に

要する経費の中の負担金補助及び交付金の中

の和歌山県の部落史研究促進協議会負担金48

万5,115円、これについて、これは何を目的に

して行われているのか、その目的、それから

何年計画なのか、合計で橋本市がいかほどの

負担が必要なのか、この点伺います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）まず97ページの企

業誘致室の土地購入費でございますけれども、

この内容につきましては２件ございまして、

小峰台31号線改良に伴う土地購入費というこ

とで、16.17㎡の22万3,146円と、大きいのが 

神野々穴伏谷用地、これは開発公社が持って

いたものでございますけども、大部分を買い

戻しまして、面積が１万1,351㎡、その額につ

きましては２億9,524万8,158円、これを合わ

せたものが２億9,547万1,304円となってござ

います。 

 それから、107ページの使用料及び賃借料で

ございますけれども、それの機械等借上料

5,100万円何がしの金でございますけども、こ

れは詳しくは言えませんけども、ホストコン

ピュータ、それと周辺機器のリース契約にな

っている分だったかというふうに考えてござ

います。それ以上の詳しいのが、今、手元に

ございませんので、後ほど説明したいと思い

ます。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）お尋ねの和歌山の

部落史ですけれども、編さん事業に対する負

担金につきましては、事業年度は17年度から

26年度にかけて本文を３巻と資料編４巻を編

さんするというふうにお聞きしております。

それにつきまして、負担割合は県が50％、市

で50％という格好になっておりまして、その

うち橋本市分で6.6％の負担割合で県のほう

から内示をいただいているという格好で事業

を進めております。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今のところの答弁もれ

で、総額で橋本市の負担はいくらになるのか

答弁願います。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）事業費総額が２億

2,250万円という格好で聞いておるんですけ

ども、26年度までの長期にわたる事業計画で

ございまして、橋本市は、今、数字が出てい

ませんけど、そのうち先ほど申し上げました

6.6％の割合になりますので、後ほどお答えさ

せていただきます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今の113ページなんです

が、総額で２億2,000万円をかけて、今の説明

では、いわば和歌山県の部落の歴史をまとめ

ると。そういう仕事というか事業が本当に必

要なのかという考えなんですよ。基本的には

部落問題というのは、もう解決というか、国

のほうもいわゆる同対事業であるとかいう形

は完全に終結をしているわけで、こうした支

出がどうしても必要なのか、その点が納得で

きないんですけれども、この点伺います。 

－182－ 



 もう一点は、機械等借上料、107ページの件

なんですが、ソフトコンピュータほかという

ことなので、詳しくわかりにくいようですが、

いろんなメーカーもあるわけで、これは一般

論なんですけど、どうしても一つのところと

契約をしていかないといけないのか、こうし

た部分で経費の削減というのはできないのか、

この点伺います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）コンピュータ、市

で動かしている大きなものとして、住基系と、

それからインターネットとかを使っています

庁内、庁外も含めたＬＡＮ系とあるわけでご

ざいます。職員の前にありますのがＬＡＮ系

でございますけども、そういうことで、一つ

の住基系につきましては、ずっと前から、言

ったら悪いですけども、富士通系のＣＯＢＯ

Ｌというような言語で動いていまして、これ

につきましては、その系列の中でのほうがで

きないというような状況がございます。かな

りブラックボックス的なところがございます

ので。あと、ＬＡＮ系につきましてもブラッ

クボックス的なところがございますけれども、

できるだけ分割して借り上げとか点検とかを

していただいておる中では、それにくっつい

たいろんな部分というのは、いろんな競争が

可能かというふうに考えてございます。ちょ

っとわかりにくいですけども、そういう形に

なってございます。 

 それと5,488万7,846円の内容でございます

けれども、ホストコンピュータの住民系の機

器のソフトウェア関係で、これは富士通でご

ざいますけども、2,300万円程度あります。そ

れから、ホストコンピュータの個人情報保護

対策ソフトウェア、ファイルサーバでござい

ますけども、これが130万円ほど。それに伴う

周辺機器が、これは富士通じゃないですけど

も、これが60万円。ほかにＩＣカード関係で

185万円、市民課で使っているＩＣカードのシ

ステムの使用料とか、もろもろ、いわゆるホ

ストコンピュータに付随する周辺機器のソフ

トなりハードなりの借上料ということで、項

目的には11項目。富士通ばかりではございま

せん。ＮＴＴファイナンスとか協同リースな

んかもございますけども、それらを合わせま

して5,488万7,846円となってございます。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）部落問題について

は解決をしておるのに、今なぜ部落史をとい

うおただしだと思うんですけれども、ご存じ

のとおり、部落問題の解放につきましては、

大正時代の水平社発足以来、昭和40年代に入

りまして国のほうも解決に向けまして、国の

行政の責務であり国民的課題という格好で、

国を挙げて解決に向けて取り組んできたとこ

ろであります。法も失効したわけですけれど

も、そういって皆さん、各国民の努力、各種

団体のお力添え等をいただきまして解放に向

けて歩んできたわけですけども、そういった

歴史的なものを後世に残すということで、部

落史問題研究協議会がこういったものを後世

に正しく伝えていこうということで市史を編

さんしているというふうに伺っておりますの

で、答弁が適切でない部分があるかもわかり

ませんけれども、そういうふうにご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）失礼しました。機

械借上料の中に、ホストコンピュータだけじ

ゃなしにＬＧＷＡＮ系の、ＬＧＷＡＮとは官

公庁とのネットワークでございますけども、

それの装置の借上料も含んでございます。ホ

スト系だけではございません。 

○議長（中西峰雄君）先ほどの13番 瀧議員

の質問に対して間違った答弁をしております

ので、再度答弁をしたいということで申し出
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があります。 

 総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）本当に申しわけご

ざいません。私の勘違いで、103ページの一般

報償金180万円、これは、橋本市が年間を通じ

まして、和歌山市の月山弁護士のほうへ行政

相談等で委託しておる180万円、月山弁護士へ

の報償金でございました。大変失礼しました。

申しわけございません。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）富岡議員が取り上げら

れた97ページの公有財産購入費２億九千五百

何万円というのが、これが買い戻しの物件と

いうことですが、公社が当該物件を買い入れ

たもとの値段というのはいくらですか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）当初の目的は学校

用地ということで、先行取得したのが昭和55

年頃で25年から30年近くたってございますの

で、数字的なものは今持っていなくて恐縮な

んですけども、かなり管理費とかいうことで

簿価が膨らんでいて、当初買ったときはこの

半分以下か３分の１、それぐらいに認識して

ございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、３款民生費、４款衛生費、126ページから

199ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、５款労働費、６款農林水産業費、７款商

工費、198ページから229ページまで、質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、８款土木費、９款消防費、228ページから

271ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、10款教育費、270ページから337ページま

で、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、11款災害復旧費、12款公債費、13款諸支

出金、14款予備費、336ページから339ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。20ページをお

開きください。 

 １款市税、２款地方譲与税、３款利子割交

付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所

得割交付金、20ページから23ページまで、質

疑ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）21ページの滞納繰越分

4,386万5,190円ということで、前年度とも比

較しても大分この滞納繰越金が増えているん

ですが、これらの理由等についてお答えくだ

さい。 

 もう一つあります。23ページの株式等譲渡

所得割交付金、これが大幅に減額になってい

るんですが、その理由について伺います。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）この法人につきま

しては、やはりここ 近の経済情勢の悪化、

不景気ということが原因しておりまして、各

企業とも大変苦労しておるようでございまし

て、この大きな要因としては不景気というこ

とでございまして、法人のほう、過誤納還付

金も増えておるわけでございますけれども、

大きな要因としては不景気が原因になってご

ざいます。 
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 それから、恐れ入ります、財政課長のほう

から答弁させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）株式等譲渡所得割

交付金が大幅に減少している理由でございま

すけども、確かに平成19年度と比べますと

80.4％減少しております。ちなみに平成19年

度は3,856万7,000円でございました。その減

少した理由といたしましては、やはり日本経

済の悪化によりまして、上場企業の株価の減

少、それから株価低迷に伴う株取引の減少と

いうのが一番大きな要因でございます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）法人税の滞納等につい

て、個人の住民税等については、いわゆる強

制徴収ということで、かなり預金の差し押さ

え等、ばんばん強制的に徴収をしているんで

すけれども、この法人税についてはどんな扱

いになっているんでしょうか。個人の住民税

や国民健康保険税と同じような徴収を行って

いるんでしょうか。この点伺います。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）法人企業に対して

は、同じような対応はさせていただいており

ます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）21ページの不納欠損額

が、皆さんが頑張ってくれたので６割ぐらい

減っているんですけども、収入未済額とあり

ますが、大口の滞納者のベストというかワー

ストというか、上から５番目ぐらいまで言っ

ていただいたら、どれぐらいの額なんですか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）個人名はお答えで

きないんですけれども、多い方でございます

と100万円、200万円はございます。そういっ

た方々が何十名もおるというわけではござい

ませんが、あとは100万円前後、100万円に近

い額の方がおられまして、足し込みますと、

単純に100万円としますと10人で1,000万円と

いう話ですけども、百数十万円、200万円に近

い方もおられます。ですから、やはり個人の

方が多いです。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）私は1,000万円単位とい

うか、それに近い人がおると聞いたんですけ

ども、それはありませんか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）その方々について

は、すべて徴収をさせていただいております。

ただ、確かに過去はございました。それは回

収機構へお願いするなり、俗に言う悪質滞納

者というわけですけれども、その部分につい

ては滞納整理はさせていただいております。

今後も悪質滞納者の方々につきましては、よ

り精力的といいますか、徴収業務の強化をさ

せていただきたいと思います。 

 それから、個人の方で百数十万円がおられ

ますけども、手元にはございませんけども、

やはり何百万円の方もおられるのもおられま

す。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）初めは100万円、200万

円と小さく言うとって、聞いたら何百万円単

位もおられますという話でしょう。そういう

答弁はいいんですか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）大変失礼しました。

答弁を保留させていただいて確認させていた

だきたいと思います。個々にたくさんの方が

おられますので、具体的な金額と言われます

と私も即答ができませんので、後でご答弁さ

せていただきます。 

○議長（中西峰雄君）それでは、ほかにあり

ませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利

用税交付金、８款自動車取得税交付金、９款

地方特例交付金、10款地方交付税、11款交通

安全対策特別交付金、22ページから25ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、12款分担金及び負担金、13款使用料及び

手数料、14款国庫支出金、15款県支出金、16

款財産収入、17款寄附金、24ページから53ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）一点だけお聞きして

おきます。使用料の29ページに載っておりま

す、私も一般質問させていただいた自動販売

機の部分でございます。それと31ページのと

ころに載っております、後で出てきます雑入

のところで、以前では雑収入で処理されてお

ったんですが、なぜこれは使用料ということ

でなっているのかだけお聞きしたかったんで

すけど、ご説明願えますか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）これにつきまして

は、今現在、要綱を設置しておるわけでござ

いますけれども、当時、この28万6,000円につ

きましては、地域サポートセンター電気代５

万5,000円の３台、それからあと各販売所なり

商店の方々、販売所で電気代が５万5,000円の

１台、使用料5,500円１台、それから、ある商

店の方ですが、これも電気代が５万5,000円１

台、使用料が5,500円の１台ということでいた

だいておりましたので、当時は歳入の受けと

いたしましては、この総務使用料のほうへ入

れさせていただいたということで、要綱が確

定しておりませんでしたので、当時は雑入で

入れておりまして、今回はこの先ほど申し上

げた機種ということで、サポートセンター３

台、それからあと１台、１台ということで28

万6,000円を総務のほうへ入れさせていただ

いております。今現在は、そういうことで、

先般来ご答弁させていただいた要綱に基づき

まして歳入の受けをさせていただいておる、

統廃合させていただいたということでござい

ます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）質問に対してもう少

し、この使用料にしたわけですわ。要するに

雑収入と分けた。この使用料だけでいってい

るのか、後で出てくる雑収入の場合、手数料

になっていますよね。そこら辺の説明がなか

ったように思いますので、お願いします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほどもご答弁さ

せていただきました、平成20年度からは要綱

を施行に伴いまして、各事業者と協定書を契

約したことによりまして、使用許可として行

ったために使用料とさせていただいたという

ことでございまして、議員ご指摘の以前は要

綱ができておりませんでしたので、雑入扱い

とさせていただいたということでございます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）そしたら、確認させ

てもらいますけど、この使用料の中には手数

料も入っているわけですね。使用料のみです

か。それとも手数料も入っての使用料という

ことで、こちらの使用料に上げてこられたん

ですか。 

 それと、後で雑収入のところであれですけ

ど、そこでは手数料になっておるんですよ。

手数料ということは使用料を取っていないん

ですか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）答弁を保留させて

いただいて、後ほどお答えさせていただきた
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いと思います。恐れ入ります。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）27ページの児童福祉費

の負担金ということで、保育所運営費保護者

負担金の中の収入未済額、これは2,712万

9,525円ということで、全体の２億8,000万円

と比較しますと約１割近い方が保育料を払え

ていないということになるんですけれども、

社会現象等々あると思うんですけれども、少

し詳しくその件数、それから未納になってい

る理由等、わかればお願いします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）済みません、

資料は持っておるんですけども、ちょっと整

理ができていませんので、後ほどきちっと説

明させていただきます。申しわけございませ

ん。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）上久保議員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、売り上げに伴います手数料を雑入に

入れさせていただいております。それから、

使用料、電気料につきましては、使用料とし

て契約させていただいて歳入を受けさせてい

ただいておるということでございます。大変

失礼しました。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）松浦議員のご質問

にご答弁させていただきます。 

 お名前はご答弁できませんが、個人滞納額

の上位、大変失礼しました、私の認識不足で

ございます。 高の方で599万1,550円。この

500万円台が５人おられます。大変失礼しまし

た。今後勉強させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、18款繰入金、19款繰越金、20款諸収入、

21款市債、54ページから73ページまで、質疑

ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）59ページなんですけれ

ども、進学奨学金貸与元金収入についてお尋

ねをします。まず、この進学奨学金の貸与、

これはどのような方を対象にされている制度

なのかというのが一点。それと、今回、収入

未済額が642万7,000円、大変高額になってお

りまして、昨今の経済環境とか生活が苦しく

て払えないという方が多いのかなというのは

想像できるんですけれども、そもそもこれは

当初予算額が466万4,000円であったものです

よね。調定額が1,000万円、結局収入済みは383

万円になっている。この予算の立て方の考え

方について教えていただきたいのと、税のほ

うでしたら、かなり今、厳格に厳しい、取り

立てというと言葉に語弊があるのかもしれま

せんけれども、徴収の努力をされておられる

んですけれども、この奨学金に対してどのよ

うな体制で今、臨まれているのか、また今後

どのように対応されるおつもりなのか、お尋

ねします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）進学奨学金貸与元

金収入の件なんですが、これにつきましては、

地域改善対策事業で貸与しておったものを、

貸与になっておりますので、それの返還を求

めるものです。この件につきましては、免除

規定もございますので、経済環境が相当悪く

なっておりますし、いろいろ家庭の状況で返

還できない旨の申し出を受けまして、猶予も

認めております。少しでも今現在の担当者は

毎回督促をして、かなりここ 近、21年度の

４月からはそういった部分の返還の督促をし

まして、電話督促、あるいは文書による督促、

そして今申し上げました制度的に免除の件も
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ございますので、そういった受け付けをして

チェック体制を相当21年の４月からは入れて

おります。回収につきましても相当進んだ内

容になってきております。今までそういった

ことを十分してこなかったかといえば、十分

できていなかった部分もあります。そういっ

た部分で、予算の立て方のお問い合わせです

が、これは整理をさせていただいてお答えさ

せていただきたいと思います。私はまとまっ

てその部分の整理ができておりません。 

 それと、体制的に今後のことをどうするか

というお問い合わせもございました。これに

つきましては、教育総務課で担当者だけに任

せるんじゃなしに、その協議の中で、担当者

だけじゃなしに課として、そういったことの

チェックをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）保留の分はまた後ほど

教えてください。 

 今、免除という話があったんですが、免除

の要件と、免除になった場合、これは市がそ

の分を負担といいますか、収入として減収に

なるというのは、市がその分をかぶるという

ことなのか、もとの制度的にあれなんですが、

これはどちらか国なり県なりから、その免除

となった分について何らかの収入として補填

がされるのか、市単独で免除になった分はか

ぶらないといけないのか、その点について教

えてください。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）正確な内容をお答

えできないかもわかりませんが、この部分は

先ほども申し上げましたように、免除申請を

していただいて、一定期間の猶予をするとい

うことで、その申請をしたら、今、議員おた

だしのように、補填がその部分でどうかとい

うのは保留させていただきたいと思います。

現実的には、先ほど申し上げましたように、

猶予期間をおいて、そしてまた経済環境、そ

の家庭の状況が戻れば返還をしていただくと

いうことになっております。免除の部分で一

定の期間を設けて免除申請していただいたら、

それは落とせるということなんですが、そこ

の部分、市の負担になるかというのは答弁を

保留させていただきたいと思います。後でお

答えさせていただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）先ほど総務部長が答

弁いただいた分で、ここの61ページと63ペー

ジにも出てきておりますので、確認の意味で

質問させていただきます。ここの中央公民館

と橋本クリーンセンターで上がってきている

自動販売機の、ここでは手数料というふうに

なっていますので、勘違いしたらあきません

ので、ここで使用料が発生しているのかして

いないのかということだけはきっちりとご答

弁いただきたいと思います。先ほどの説明で

は、それらのことも含んでの使用料というこ

とで理解したんですけど、ここで上げている

部分についてはどのように対応して雑収入と

して上げてきて、手数料のみなのか使用料を

免除しているのか、そこら辺がはっきりしな

いので説明願います。 

○議長（中西峰雄君）暫時休憩いたします。 

（午前10時26分 休憩） 

                     

（午前10時48分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 21番 上久保君の質問に対する答弁の保留

分、13番 瀧君の質問に対する答弁保留分の

答弁を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、上久保議員
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のご質問にお答えをさせていただきます。  それと調定のことなんですが、これにつき

ましては1,026万5,502円というのが上がって

おりますが、前年度からの繰り越しの滞納額

が約800万円ございまして、今回20年度の決算

の中で納付予定者の約200万円と足し込みま

して調定額を上げております。それで収入済

額として383万8,485円、収入未済額が642万

7,017円といった状況になってございます。 

 平成21年度におきまして、橋本市自動販売

機設置及び管理に関する要綱を作成しまして

施行いたしております。その結果、平成20年

度におきましては移行期間中でありましたの

で、議員ご指摘のとおり使用料の中に手数料

が入っており、また、雑入の中に使用料が入

っておりました。今後、この要綱を設置いた

しましたので、平成21年度からは各担当課、

周知徹底をさせていただきたいと思います。

恐れ入ります。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）先ほど富岡議

員からの質問におきまして、保育所の未納の

人数につきましては273人となっております。

その理由につきましては、主なものにつきま

しては、生活の安定が見られない家庭、他の

住宅ローンなどを抱えている家庭、昨今の社

会情勢上、職が安定しない家庭ということで、

滞納した家庭につきまして聞きましたところ、

そういうような理由だったと報告いただいて

おります。 

 それから、先ほどの瀧議員のご質問の件で

ございますけれども、行政事務委託料につき

ましては、繰り返しになりますが、広報の文

書配布、文書回覧、その他行政事務処理に必

要な業務を行っていただいておりまして、こ

れに係る経費といたしまして、業務委託料と

いたしまして、各区長と市長との間に委託契

約を締結させていただいておりまして、要綱

等に基づいた契約ではございませんで、要綱

等は設置してございません。失礼しました。  以上です。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 ○議長（中西峰雄君）よろしいですか。ほか

にありませんか。 ○教育次長（西本健一君）59ページの歳入の

進学奨学金貸与元金収入の件でございます。

免除の関係は、本人あるいは家族から申請が

ございまして、収入が少ない場合、あるいは

関係者等が死亡した等、そういった場合につ

きましては免除の対象にしておりまして、こ

れにつきましては補填というか、そういう部

分はございません。市の持ち出しになってき

ております。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）合併特例債の件、71ペ

ージから72ページにかけて、ずっと合併特例

債を10区分で合計22億5,220万円支出してい

るんですが、この特例債がないとなかなか決

算ができないような状況かなと思うんですが、

要するに特例債を活用する基準といいますか、

何かこういうところに使っていくという、そ

うした活用基準と言えばいいんでしょうか、

そうしたものがあってこういう形で使われて

いるのか伺います。 

 それと、予算の立て方の関係なんですが、

20年度の決算の関係で、466万4,000円という

当初予算がございまして、今申し上げました

ように、入金の見込みがないということが、

終的にいろいろ対策を立てた中で見込めな

いということで、３月補正で減額の104万

4,000円をしております。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）基準というものは

特にないんですけども、一応基本的には適債

事業ということで、借り入れができる事業を

－189－ 



対象に起債を借りるということで、つまり適

債事業が基本になるということになります。 

○教育次長（西本健一君）学校給食費の収入

未済額の件なんですが、もちろん学校給食費

の徴収につきましては、学校関係者、校長あ

るいは教頭等、そういった訪宅をして努力は

しておるんですけども、そういった部分、収

入未済額というのは、かなり経済環境が悪化

して家庭の状況が苦しいという方もございま

して、おさまっていない部分がございます。

ただ、立て替えをしておるという、そういっ

た部分につきましては、私のほうはそこまで

把握はできていないんですけども、そういっ

た事実的なことは現状ではないように思いま

す。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）過日の一般質問でも11

番議員から問題提起がありましたけれども、

こうした多額の特例債を活用しないとなかな

か決算を打てないというか、予算もそうです

けれども、これは正常ではないというふうに

判断するんですけれども、今後どのような形

で特例債を活用していくのか伺います。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）いろんな事業をや

る場合には、一般の起債、例えば学校関係を

建てる場合には義務教育債、それからあと保

育所を建てる場合は厚生福祉事業債でしたか、

それとか一般公共事業債、一般単独事業債、

観光事業債とか、いろんな事業があるわけで

ございます。一番有利なのが合併特例債でご

ざいますので、70％が交付税措置されるとい

うことで一番有利でございますので、通常借

りなければならない一般の事業債を借りずに

一番有利な合併特例債を活用していくという

ことが市にとっては一番財源的には有利でご

ざいますので、今後も、枠がありますけども、

その枠を十分活用した中で合併特例債を活用

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）14番 土井君。 

○14番（土井裕美子君）前に決算委員会で富

岡議員がご指摘されていたかと思うんですけ

れども、本来そういう教職員、校長も含めて

担任などが立て替えをするということ自体お

かしいのではないかという、たしかご指摘を

されておりまして、その点については改善を

いたしますというふうにご答弁をされておっ

たと記憶しておるんですけれども、そのとき

にはたしか橋本給食センター分ではゼロと、

そして高野口の給食センターの分で何がしか

の金額があったというふうには記憶しておる

んですけれども、改善をいたしますというふ

うにご答弁をいただいておりましたので、そ

の辺のところ、もう少しきっちりとした内容

等をご回答いただけたらと思います。そして、

改善をしているのかということと、橋本給食

センター分でいくら、それと高野口給食セン

ター分でいくら、その後、未収納については、

担任、そして校長だけに任すのではなく、対

応をこれからどのように考えているのかとい

うのを明確にお答えいただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）14番 土井君。 

○14番（土井裕美子君）61ページの学校給食

費徴収金で、収入未済額が30万1,868円とある

んですけれども、以前、委員会でしたか、橋

本給食センター分はゼロということでして、

そのときに担任の先生が立て替え等を行って

いるというようなことをたしかおっしゃって

いたと思うんですけれども、今その辺のとこ

ろはどのようになっているのかということと、

この内訳がわかりましたらお教えいただきた

いと思います。 ○議長（中西峰雄君）教育長。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 ○教育長（森本國昭君）以前の橋本市はゼロ
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やという報告があったんですが、ゼロでも担

任らが立て替えておると、そういう事実がわ

かったということも覚えています。その後、

今、次長が申し上げましたように、いろいろ

改善はしておりますが、議員おただしのよう

に、どういうふうな改善がされておるかとい

うことは、今、資料がありませんので、えら

い申しわけございませんけれども、また後で

ご報告させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）それでは、一般会計決

算書全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）先ほどお尋ねをいたし

ました103ページの行政事務に要する経費の

ところなんですけれども、先ほど答弁の訂正

ということで、一般報償金180万円が、これは

月山弁護士への顧問料ということでご答弁い

ただいたんですが、そうしましたら、先ほど

の私の質問に対する答弁で、区長理事会９名

に対してのという支出はどの項目でいくらな

のか教えてください。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）103ページの自治会

に要する経費、13節委託料の中の自治会運営

委託料177万円でございまして、業務内容につ

きましては、先ほどご答弁させていただいた

ような業務内容、活動内容でございます。大

変失礼しました。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）小さなところなんです

が、213ページの一番下のところの、私の一般

質問とも関連しますのでお伺いだけしておき

ます。ため池等整備研究連絡協議会負担金と

いうのが、3,000円だけのことですけど、あり

ますけれども、どういうような組織で、どう

いうふうに対応されておるかということの確

認だけしておきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）申しわけございま

せん。後ほどご答弁させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）２点ほどお尋ねいたし

ます。 

 29ページなんですけども、住宅使用料で滞

納繰り越し分6,261万4,690円、この滞納分に

ついて詳しく説明を。29ページ、住宅使用料。 

 それと、先ほど議員が言われております113

ページの和歌山の部落史研究促進協議会負担

金、これは6.6％の負担金なんですけども、先

ほどの説明では、26年度まで10年間でざっと

２億円余りの、これは部落史研究促進協議会

なる団体がどんな団体で、どんな補助を、要

するに部落史をつくって発行するのか、発行

するために研究促進会に任せて、1,200万円余

りほどかかる予定やな。橋本市において、ハ

ードはもう終わって、あとはソフト面での啓

発を今もやっているわけなんですけども、そ

ういうものがなぜ必要かどうかという、前に

やられていたのかどうかわからんけども、

1,200万円もかけてやるということになれば、

橋本市における啓発にもっと使ったらいいの

と違うかなという、端的にそう思うんですけ

ども、県のつき合いでやるのか、あるいは２

億円かけて部落史の本をつくって橋本市にど

れだけのメリットがあるのか、何冊ぐらい入

ってくる予定か、何冊つくるのかということ

も含めてお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）井上議員の住宅使

用料についてお答えいたします。 

 まず、住宅使用料は、平成20年度市営住宅

管理戸数927戸のうち入居戸数が768戸でござ
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います。これは21年３月31日現在でございま

す。現年度分につきましては１億116万3,300

円ということで、そのうち現年分につきまし

ては78件、691万7,000円の未収となっており

ます。過年分につきましては5,520万2,690円、

125件ということで、総合計6,211万9,690円と

いうことでございます。 

 なお、前年度からの現年分の徴収率でござ

いますが、若干19年度よりは0.3ポイントほど

上がっております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）再度の和歌山の部

落史研究促進協議会負担金についてのおただ

しでありますが、設立の目的は、先ほど私が

申し上げたとおりなんですけども、もう一度

詳しく説明させていただきますと、設立趣意

書ということで、設立当時、平成17年３月１

日現在で、当時の和歌山県知事のほうから、

読ませていただきますと、和歌山県では人権

尊重の社会づくりを進めるために不断の努力

を傾けることを決意し、平成14年４月に和歌

山県人権尊重の社会づくり条例を施行し、そ

して、同条例に基づきまして人権施策の総合

的な推進を図るための基本的な方向を示すも

のとして、平成16年８月に和歌山県人権施策

基本方針を策定したところであると。この基

本方針において、同和問題の解決に向けた今

後の主要な課題の一つとして、依然として存

在している差別意識の解消、このことを指摘

し、そのためには人権意識の高揚のための教

育、啓発活動に積極的に取り組みますという

ことを明言しておると。そこで効果的な人権

教育、人権啓発を推進する取り組みの一つと

して、県内各地域において部落差別がいつか

らなぜ発生し、どのような歴史的経過を経て、

どうして現在まで残されているかについて学

術的に研究・解明し、部落差別の本質を明ら

かにすることが重要であると考えていると。

そのためには行政の役割として資料収集、提

供への参画、それから応分の財政負担など、

条件整備を県と市町村が一体となって行うべ

きものであるということを設立趣意とのほう

で来ておりまして、それに参画しておるとこ

ろです。 

 なお、構成は、県内の海南市を除く８市と、

それから町村で事業負担を行っております。

負担割合につきましては、私が先ほど申し上

げましたように、和歌山県が全体事業費の２

分の１と、残りをそれぞれの市町で均等割、

人口割に応じまして負担しているということ

でございます。 

 それから、ご指摘いただきましたように、

先ほど申し上げましたように、平成17年から

設立しまして26年までの10年間をかけて、そ

ういう格好で市史をして、後世に正しく伝え

るための資料としていくということでござい

ますので、私どもとしましては、完成してい

ただいたら、それをもとにまた啓発にも生か

していけるんじゃないかというふうに考えて

おります。 

 それから、冊数につきましては、今のとこ

ろどれだけ印刷して、各市町村あてにどれだ

けいただけるかというのは把握できておりま

せんので、今の段階ではご答弁はできません。

印刷冊数については今のところ聞いておりま

せんので、答弁しかねますのでお許しをいた

だきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）市民部長、質問の中で

井上議員のほうから、この予算を出すよりは、

もっと啓発等のソフト事業に使ったほうがい

いんじゃないか、その点をどう考えておるの

かというご指摘がありましたので、答弁願い

ます。 

 市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）そのことにつきま
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して、私は先ほど県知事のほうから促進協議

会設立趣意書を読ませていただいたところで、

それに市としても賛同して、こういう部落史

を編さんするということは、それはそれで必

要なことであろうと。その費用を逆に言った

ら市独自で啓発に生かしたらいかがかという

ご趣旨だと思うんですけども、それとは別に、

人権啓発につきましては、市のほうでも予算

をいただきまして精力的に啓発活動を行って

おりますので、それはそれとして、この編さ

ん史は、先ほども申し上げましたけども、完

成の暁にはそれもまた啓発に生かしていける

というふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）どんな内容か、できて

こなければわからんところもあるんですけど

も、全体的に全部で何部つくって、そして橋

本市に何部入ってくるというようなことがわ

からんと、要するに県の言いなりで1,200万円

も金を出すというのは、これもちょっとおか

しいと思うし、そして、部落問題というのは、

だいたい国が特別な法律をつくって、そして

法律が13年になくなったと。そうすれば、国

レベルで歴史とかそういうものについては各

方面から出ておりますし、それから教育の中

でも、あらゆる面から同和問題解決のものに

ついては33年間相当やってきたと、10年間の

時限立法であったものが33年間続けてきたと。

それの総仕上げとして国がもう発行している

わけで、県が独自でそういうものをつくって

いいのかどうかという問題もあるわけなんで

すけど、橋本市としてそれに賛同するという

のは、本当にメリットがあるのかどうかとい

うことの問題を僕は投げかけておるんですけ

ども、毎年26年までということで、この問題

を出したのは木村知事のときだと思うんです

けども。海南市が抜けているということは、

海南市は別に強制ではないんだから入ってい

ないということになるんだろうと思うんです

けども、そういう問題も含めて、これは深く

私はここでしませんけれども、決算委員会の

中で議論をしていただきたいというように思

います。そういうことで、ここの中では議論

はしません。決算委員会にお任せします。 

 それと、住宅の滞納なんですけども、パー

センテージは少し上がっているんですけども、

これも決算委員会でやってもらったらいいと

思うんですけども、ストック計画が出されて

おりまして、それにちなんで、こういう住宅

の滞納というものをちゃんと説明して、きち

っとそれを解決しない限り、住宅改修とか住

宅の建て替えとか、五百いくつにするという

ストック計画の絡みがあるので、強制的にと

いうことはいかんやろうと思うけども、滞納

がなぜそういう結果になってきたかと。遅れ

があったと思う。３カ月たったら保証人も入

っておることやから、そこへちゃんと報告を

して、軽いうちに集金というか収入をしてい

くという形をとっていかんと、これは５年も

10年も長いことほうりまくっておくからこう

なってくるわけで、支払う者も大層になって

くるさかいに払えないと、そういう結果にな

ってきて、何十年という積み重ねがこうなっ

てきておると思うんですわ。やっぱりそこの

ところをちゃんと行政として説明というか、

そういうものについては保証人というものを

つけておるんやから、そこへ話を持っていっ

て、ちゃんと早い時期に解決を。公営住宅と

いうのはそういう低所得者層の人が多いから、

長いこと何年もためておくとなかなかいっぺ

んにもらおうと思ったらもらえないという現

状があると思うんですよ。その点も含めて一

応提起をしておきますので、また決算委員会

のほうでよろしくお願いいたします。答弁は

要りません。決算委員会のほうでやっていた
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だきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）先ほどの７番議員

のため池等整備研究連絡協議会の負担金の目

的につきまして、ご答弁させていただきます。 

 このため池の連絡協議会につきましては、

ため池等整備事業に関しまして、その重要性

を広く一般に認識させるとともに、事業の推

進を図り、もって公共の福祉に寄与すること

を目的とするものでございまして、その目的

を達成するために、ため池等の整備の促進、

ため池等整備に関する調査研究及び啓蒙、た

め池等に関する資料、情報の収集及び印刷物

の発行となっております。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）先ほど答弁を保留

させていただきました61ページの14番議員に

対する答弁を申し上げます。 

 学校給食センターの収入未済額なんですが、

これは橋本給食センター関係２校で９万

3,600円、それから高野口給食センター関係３

校で30万1,868円でございます。この収入未済

額については努力をしておりますが、現状で

はまだおさまっておりません。そして、立て

替えについては、20年度決算においてはいた

しておりません。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）171ページの生活等扶助

に要する経費の生活等扶助費で７億4,900万

円何がしなんですが、これがもう毎年のよう

に増え続けているわけですけれども、前年度

比で約6,900万円増えています。これはどんど

ん増え続けるということを避けるというか、

もちろん国策等が非常に大きいので、政権が

かわって期待するんですけれども、これは何

か市として急増している生活困窮者というか、

こういうのに救うというか何かないのかと。 

 もう一点は、187ページの負担金補助及び交

付金というところに、生ごみ堆肥化・減量化

集団実施奨励金ということで、この関係でお

尋ねしたいんですが、広域のごみ処理にかわ

って、さらなる分別ということの中で、特に

プラスチック系のごみを、今まで従来ですと

可燃ごみという扱いでしたが、これを分ける

ことによってかなり減量といいますか、可燃

ごみが減るということを実感しているんです

が、質問したいのは、可燃ごみについては週

１回収集、そうした方向に進めていくという

ことなんですが、この奨励金、橋本市内には

２万5,000戸あるという認識なので、それを全

区、全自治会で週１回収集ということになっ

た場合、約3,000万円の奨励金が、単純計算で

すが必要となるんですが、そうした状況も見

通してこの奨励金制度を進めているのか、こ

の点、２点伺います。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）生活保護の受

給率が高くなってきている、去年から見たら

約7,000万円ほどが上がっているということ

のおただしですけども、まず第一に、健康福

祉部から言うのはちょっとおかしいかもわか

りませんけども、まずは経済対策と思います。

それと、この医療費が伸びておる内容につき

ましては、生活の不安定、収入がなくなると

いうことで、それに対して、その理由として

いろんな理由があるわけですけども、その伸

びの一番大きいのは医療扶助ということで医

者代がかなり高くなってきています。もとも

と橋本市は、私が健康福祉部長になったとき

も、一つの目安なんですけども、300世帯の400

人というのが一つの流れだったわけです。そ

れが十何人ほど、今、数字を持っていません

けども、どっちも増えてきていると。それで

今回、サブプライム問題の経済の落ち込みの
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中で、うちのほうで生活保護の相談があった

のが16件で、そのうちの８人が生活保護を受

けているわけですけども、テレビで言ってお

るほど生活保護に対しての影響というのは大

ではなかった、８件というのはあるんですけ

ども、そういうような状況で、まずはいろん

な人がとられまして、今までちょっとした仕

事、商店街というか飲食関係の下回りだとか、

そういうようなアルバイト的なやつがあった

のが、高齢になってきてかなりそういう形の

人が雇っていただけないというんですか、私

サイドのほうから言えばそういうようなこと。

そしてまた病気によって仕事ができないと。

それと、私の個人的な私見なんですけども、

核家族が増えてきて、今まで家族で中の人を

支えておったものが支えられないといいます

か、そういうことが一番の原因かと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）生ごみ堆肥化・減

量化集団実施奨励金についてのおただしです

が、これにつきましては、平成18年に要綱を

整備しまして、区自治会の概ね８割を超える

世帯で、衛生的に、かつ継続して生ごみを堆

肥化・減量化していただいて、その生ごみ堆

肥化を肥料として有効に活用するということ

で、可燃ごみの収集週１回にご協力いただい

た団体に対しての奨励金ということでござい

ますので、趣旨は、要は可燃ごみの減量、ご

存じのように広域化でかなりの市の管理費が

かかってまいりますので、できるだけその負

担額を下げたいというところから取り組んで

おりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 それから、全市的になった場合には三千数

百万円ということになるわけですけれども、

目的は今言いましたように可燃ごみの減量と

いう格好で取り組んでおりますので、ある程

度平準化された段階では、この奨励金のあり

方についても見直しというか、廃止も含めて

になってこようかと思いますけれども、視野

に入れて検討していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）生活保護の件ですけれ

ども、なかなか難しいと思うんですが、一自

治体として、そういう生活保護を受けずにや

っていけるというふうな何かいい施策はない

かというのを再度伺います。 

 もう一点のごみの減量による奨励金ですが、

まだその半分にも達していないと思うんです

よ、全市的に見ますとね。担当部長がしっか

りと、まだまだこの奨励金制度は続けますよ

というふうに言っていただかないと、これか

ら協力していこうかと、それもプラスチック

と可燃ごみを分別した関係で一気に可燃ごみ

が半減しているというか、そんな状況も見ら

れるので、急速に週１回というところが増え

ると思うんです。その点で、廃止と言われた

ら、地元御幸辻もまだこれからどうしていこ

うかという、そうした区や自治会が多いので、

この奨励金が非常に魅力になっていますわな。

確かに区も財政難のところが多いようで。大

丈夫ですよと、協力してくださいよという、

しっかりとした答弁をもう一度お願いします。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）ちょっと言葉足ら

ずであって申しわけないんですけども、お尋

ねが、全市的になれば3,000万円からこれをず

っと続けるのかというふうに質問を私はとり

ましたので、そうではなしに、ご理解をいた

だいて、くどいようですけども、主な目的は、

議員ご認識いただいておりますように、可燃

ごみ、特に生ごみを減らしていただきたいと。

これの究極の目的は広域ごみ処理場の負担金
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を減らしていきたいというところにあります

ので、そういった格好で、市民の皆さま方の

ご理解を得て平準化された場合には、未来永

劫にその奨励金制度を続けるということにつ

いては、ある時期になったら見直しも含めて

検討も考えていかないかんのじゃないかなと

いう意味で答弁をさせていただきましたので、

まだ60％余り全市的にいきますと協力いただ

いている団体でございますので、もう少し精

力的に奨励金補助を続けて減量化に努めてい

ただきたいという啓発を行っていきたいと、

このように現在のところ思っております。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）生活保護の受

給率を減らすためという、それのいい政策は

ないかということでございますけども、すぐ

には言葉が出てこないんですけど、まず第一

番目には、国民年金がすべての住民にあれば

それを受けなくて済むなと、安易な考えです

けども一つ思い浮かびます。それと経済の中

で収入を増やしていくというんですか、今で

したら65ぐらいまでは仕事ができる、それ以

外についてもある程度は内職的というか下働

きというのがあるような、そういうようなこ

とで収入がその人に応じて何かあれば一番い

いんですけども、実際そういうようなこと、

例えば高野口だったら織り屋の景気のよかっ

たときでありましたら、糸関係とか織り屋の

関係の下回りというような形で高野口にもあ

りまして、雇用していただいたというような

こともありますけども、 近、不況の関係で、

そういう下回り的なことも少なくなってきて

おります。以上のわけで、これは国、県、市

町、すべての人がこれからそういうような生

活の安定に向けて、皆さんが知恵を出し合っ

て取り組んでいかなければならないと思って

おります。そういうようなことで、答弁には

なっておりませんけども、こういうようなこ

とで済みませんがよろしくお願いしておきま

す。 

○議長（中西峰雄君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）歳入で41ページ、民生

委員推薦委員報償金負担金と、それから民生

児童委員活動費負担金で、活動費負担金とい

うのは民生委員の報酬だろうと思うんですけ

ども、これは、実はなぜ質問するかというと、

この民生委員推薦委員報償金を県からいただ

いておるんですけど、私、当時議長をやって

おるときに、民生委員が決定されたときに、

議長、ここへ判を押してくださいということ

で、何でと言ったら、推薦委員になっていま

すので判を押してくださいと。推薦委員会っ

て、やっていないじゃないかと。もう過去の

流れの中からこういうふうになっております

んやと。そんなばかな話があるかと、それは

指摘させてもらって、ちゃんと県からも、こ

れは国からも補助をもらっておるんやな。そ

れをきちっとなされたかどうかというのをひ

とつ確認したいのと、この推薦委員会をいつ

やったのかと、それから、この民生児童委員

に、これは恐らく人口割から民生委員の人数

が任命されるんだけども、これは橋本市の場

合は何人おられるのか。それから、民生委員

になるにあたって、いわゆる資格条件という

のがあるのかないのか、こういうこともひと

つお聞きしておきたいので。これは、何であ

の人を民生児童委員でという不満も実は聞い

たことがあるし、実際に選ぶについての過程

を市はどのようにしておるのかと。市でその

人たちをきっちり把握してやっておるのか、

各地区のだれかに選任をお任せしておるのか、

そこらあたりを答弁願いたいんだけど。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）申しわけござ

いません。後で調査して報告させていただき

ます。 
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○議長（中西峰雄君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）こんなんはちゃんと把

握しておけよ。数字的なものと違うがな。こ

れは、今年もしくは去年にこういう推薦委員

会を開いたという記憶がないのかよ。そんな

調べないとわからんという話と違うやないか、

これは。実際おれはそれを聞きたいんやで。

後でといったら、もうそれ質問でけへんやな

いか。 

○議長（中西峰雄君）暫時休憩いたします。 

（午前11時36分 休憩） 

                     

（午後１時１分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 先ほどの24番議員の質疑に対する答弁を求

めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）大変ご迷惑を

おかけしまして申しわけございませんでした。

24番議員のご質問にお答えさせていただきた

いと思います。 

 民生委員推薦委員会をいつ開いたかとのこ

とですが、平成19年度は一斉改選時に平成19

年９月18日に１回開催しております。任期は

３年で、平成19年12月１日から平成22年11月

30日となっております。平成20年度におきま

しては開催しておりませんが、欠員補充のと

きに持ち回りにより１回行っております。こ

の持ち回りにつきましては、橋本市民生委員

推薦委員会の規則第６条で、委員長は推薦会

を招集するいとまがないときは、会議により

事案を処理することができるとなっておりま

す。 

 次に、資格条件につきましては、推薦にあ

たって、主なものとして、社会福祉に対する

理解と熱意があり、家族の理解と協力が得ら

れる方となっており、その方を区長に推薦を

お願いし、その候補者を推薦会に諮っており

ます。 

 次に、民生委員の人数につきましては、民

生児童委員は140名、主任児童委員は16名、計

156名となっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）これは19年９月に推薦

委員会を開催したということを言うたな。そ

れで、20年で持ち回りでやったと。これは、

おれは当局やら部長を責めて言うのはさらさ

らないんやで。なぜこれはそのときに言うた

かといったら、持ち回りやったんや。持ち回

りって、おまえ、そんな会議があるか。推薦

委員会できちっと立ち上げてあるのやろうが。

そのときに持ち回りで判を押してくださいと。

それも、議長は委員長やで。そうやろう。委

員長に何の相談もなしに、これだけの推薦に

なりましたので判を押してくださいと。おれ

が委員長やったら、だれが召集したんだと。

事前にもそんな話を聞いていないやないかと。

そんなええかげんなことをしたらあかんて。

そのときに、こんなことをしとったらあかん

でと、ちゃんとして県からもらっている以上

は手順をきちっとやってやりなさいと。その

ときにおれは承知ならんと言うたんだけども、

非常にその子が困った顔をしとったさかい、

だから、今回は、私はそういう過程があった

んやったら判を押してあげましょうと。だけ

ど、次にやる場合はそんなことをしてはいけ

ませんよと、ちゃんと推薦委員会があるんだ

から、開いて、委員長を議長がやっているん

やったら議長が招集して、それをやりなさい

と言うて、これを今見たってやっていないが

な。持ち回りって、何ね、これは。こんなむ

ちゃくちゃなことをしとったらあかんで。何

でも頼んだら判を押してもらえる、それが行

政不信になる。我々も認めておったら議会不
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信になる。議会と行政と、なれ合いやないか

と。よう議員からも指摘されるけどね。こう

いうものはきちっとした制度があるんやから、

ちゃんとやりなさいよ。 

 僕は、言うてある以上は、僕は何で言うた

かといったら、議会を代表して議長として言

うてあるんやで。中西健個人で言うてないん

やで。こういうええかげんなことをしてもう

たら困る。議会を預かる長として、ちゃんと

これにのっとってやりなさいよということを

指摘までさせて、次回からそうしなさいと。

それも無視しとるがな。中西健一人を無視す

るんやったら、わしは許したる。だけど、議

会を代表しての印鑑を押すんやから、そうい

うええかげんなことをしてもらったら困るよ。 

 今さらこれ以上言いません。だけど、何事

にもやっぱりきちんと対応せなあかんで、ほ

んまに。この間からいろいろ質問も受けて、

答弁でも間違ったり、そして即答弁できやん

部分もある。今日でも決算委員会というのが

質疑が出てくるんやから、そこの職員に、座

って何をしとるのか知らんけど、それならそ

れで対応して帳面を持ってきて即対応できる

ようにしておかないと。そういうことで、も

うこれ以上言いませんけども、これに対して、

しっかりとここでもういっぺん委員会を開い

て、以後ちゃんとやりますということをこの

議場で宣言しておいてください。僕もあまり

ぐだぐだいつまでも言う性格と違うので、言

うけどもあきらめも早いので。これだけ、お

れは議会をこういうことをされると嫌になる

のよ。そうやろう。そういうことでひとつ答

弁を願います。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今後は適正な運営を

していきたいと思います。ただ、中西議員か

ら議長の当時ご指摘を受けた件につきまして

は、３年に１回の全員の見直し、任期が３年

でございます。それについて持ち回りをさせ

ていただいたときにご指摘をいただいてある

ということで、その任期の次の段階が19年度

に見直す時期でございました。そのときにつ

きましては全員集まっていただいて、ご指摘

どおり委員会を開催したわけでございます。

その後の分につきましては、その３年の任期

中に、途中で例えば病気であるとか、いろん

なご事情で１人とか２人とか、人数はわかり

ませんけども、かわった際に持ち回りをした

わけでございますが、今後、議長とそういう

場合は十分相談もさせていただいて適正な運

営に心がけていきたいと思います。どうもご

指摘ありがとうございました。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）私も決算委員会があ

るのは承知していますけども、これは本当に

気になるところで、あまり細かいところまで

いきませんけど、特に使用料と手数料に関し

ては、きっちりとこれは僕も聞いておかんと

自分自身納得できませんので、もう一回お聞

きしておきます。 

 33ページの幼稚園の入園料、この未収金。

僕は長いこと10年ほど議員をさせていただい

ておる中で、あまりこういった入園料まで未

収金で上がってくる、この１年の年度内にな

ぜこれは納金していただけなかったのかと。

その結果として、31ページの幼稚園の保育料、

ここの使用料の未収金25万3,950円、この辺に

もつながってきておるのと違うかなというふ

うに思います。３万円と、これは小さい金額

ですが、なぜこの入園料を分納の扱いにもで

きないのかとか、その対応について、どうい

うふうに対応してきたのか、それをまずお聞

きしますし、これは、もし未収金で決算委員

会ですべて通っていった場合にどういうふう

に処置されるのかというところまで、どうい
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うふうに考えておられるのか、それをまず教

えてください。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）この３万円の収入

未済額なんですが、一応入園料につきまして

は４月の保育料と一緒に納めてもらう制度に

なっております。それで３名の方があるんで

すが、それぞれ親のほうが失業されておる、

あるいは破産されておる、それからもう一件

は、生活保護の対象年度が変わって、６月頃

に生活保護の適用がなるんですが、５月入園

の方がありまして、生活保護の適用からは外

れております。そういったところで、ずっと

その分の理由で収入未済額となってございま

す。 

 それと、分納の扱いにできないのか、そう

いった措置についての対応はということです

が、そういった事情で納まっていないという

ことで、こちらからも督促は再々させてはも

らっておるんですけども、そういう事情で１

万円、お三方が滞っておるという現状でござ

います。 

  （「答弁もれを指摘させてもうてい 

   いですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）今後どう対応するん

ですかと聞いているんですけども、そこら辺

が僕は聞き取れなかったので、よろしくお願

いします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今後の対応という

ことなんですが、失業、破産、それから生活

保護の対象になっておるというところで、納

める状況ではないというところでございます。

そういったところで、今後につきましては、

どういった対応ができるかというのは、ちょ

っとここのところで返事ができにくいんです

けれども、できるだけ状況が回復できた時点

で納めていただけるように、こちらからも善

処していきたいというか取り組んでいきたい

という返事をさせていただきます。 

  （「議長、もう一回指摘させてもう 

   ていいですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）21番、答弁もれの指摘

願います。 

○21番（上久保 修君）それはそういうふう

に対応していただきたいんですけども、僕が

言っている31ページの未収金、要するに保育

料までにつながっていないのかということを

聞いたはずなんですけども、ここら辺はどう

いうふうに答えていただけるんですか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）入園料だけではご

ざいません。そういった部分で何カ月か分の

保育料というのも、その方につきましても滞

っておりますので、そういったところを今後

事務処理で、できるだけ納めていただけるよ

うに対応していきたいと思っております。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）この点についてはき

っちりと説明がつくようにしていただきたい

と思います。収入未済がすべてそのまま載っ

て不納欠損額に至るようなことであっては、

やっぱり正規に入金されている人に対して申

しわけないなというふうに思います。いろい

ろ理由はあると思いますけどね。そこら辺が、

払わんでそのまま済ますということ自体も、

行政としてきっちりとそういう話をしてやっ

てほしいんですよ。それで僕が言うている分

納の扱いもあってもいいのと違うかなと。例

えば、１人１万円やったら、分納したら３万

円でも月2,500円でしょう。そこまでもできひ

んのやったら違う対応をせなあかんのと違い

ますか。保護とかそういうような対応をして

いかなあかんので、こういうふうな形で載る

と、僕はどうも理解できひんのですわ。 
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 もう一点聞きたいんですけど、先ほどから

僕は使用料とか手数料とか雑入のことで聞い

ていますけども、61ページの未収金の３万円

についても、これはたくさん七十何ページま

でありますわな、雑収入の部分。どの部分で

雑収入の要するに調定額に対する収入できた

金額、差し引いて収入できなかったという部

分については、これはどこかはっきりようわ

からんので、どういった経緯でそういうふう

につながったのか、年度内に何で処理できな

かったのかという雑収入の部分についてもお

聞きします。これは教育委員会と関係ないと

思うかもわからへんけど。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております認定第１号に

ついては、９人の委員をもって構成する平成

20年度決算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上審査することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号については、９人の委

員をもって構成する平成20年度決算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上審査するこ

とに決しました。 

 平成20年度決算審査特別委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第１項の規定

により議長より指名いたします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）61ページの未

収の３万円ということでございますか。これ

は生活保護の保護決定する際に、申請をいた

だきましたら収入調査とかいろいろするわけ

でございます。預金残高とか本人からの事情

聴取とかをして、本人も生活状態があるので、

期間というか早くそれをしていかんなんとい

うことで、決定した後にその他の収入という

ことで上がってきました。本人から収入につ

いてはすべて申請時にきちっと申請いただく

わけですけども、そのときに本人がそのこと

を言わなかったことによりまして、後日わか

ってきましたので、それに対して生活保護の

第78条の返還金という制度がございます。そ

れに基づきまして返還請求しているわけです

けども、その分が今のところまだ未収という

ことになっているということでございます。

これにつきましても、ケースワーカーのほう

から、それを返還していただくように指導

云々はきちっとやっております。 

 ２番 阪本君、６番 清水君、９番 上田

君、10番 平林君、11番 岩田君、12番 辻

本君、15番 石橋君、16番 中谷晉君、22番

楠本君、以上９人を指名いたします。 

                     

 日程第３ 認定第２号 平成20年度橋本市

国民健康保険特別会計決算の認定について 

から、日程第16 認定第15号 平成20年度

橋本市後期高齢者医療特別会計決算の認定

について までの14件 

○議長（中西峰雄君）日程第３ 認定第２号

平成20年度橋本市国民健康保険特別会計決算

の認定について から、日程第16 認定第15

号 平成20年度橋本市後期高齢者医療特別会

計決算の認定について までの14件を一括議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 まず、認定第２号 平成20年度橋本市国民

健康保険特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 ○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  全般について行います。 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 質疑ありませんか。 

 １番 岡君。 
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○１番（岡 弘悟君）348ページ、これはその

ままですけど、第１項国民健康保険税なんで

すけども、計算させてもらったら収納率が今

年も92％割れているんです。僕が間違えてい

たらいけないので、また確認させてもらいた

いんですけども、92％が割れた場合、本年度

も５％のペナルティーを課せられて、約いく

らのペナルティーを受けるのかということと、

昨年も同じような質疑等を決算委員会でもさ

せてもらったんですけども、そのときに是正、

これから分析して対応していくというふうに

おっしゃられていたんですけども、本年度は

どういった形で対応されて、そして、その結

果、どういった形でそれが達成できなかった

のか、どういうふうに分析されているのかお

教えください。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）20年度におき

ましては、収納率、一般のほうは91.08％とな

っております。それに伴いまして５％の調整

交付金の減額がありまして、2,638万円の減額

となっております。それをどない改善してい

くんだということでございますけども、本年

度につきまして、現年度分の徴収の増額を図

るために嘱託職員を１名置き、滞納とか遅れ

た方についての催促等につきまして電話等で

やっております。それにつきましては、まだ

始まった域なので、それがどれだけ収納率向

上につながってくるかというのは、まだ成果

は出ておりませんけども、そういう嘱託職員

を１人置いて、滞納や収納が遅れている方に

つきまして、電話での対応を今しているとこ

ろでございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）昨年も話をさせてもら

ったんですけど、収納率が下がってペナルテ

ィーを受けて、普通に支払っている方にも、

まあ言えば損益をもたらしているわけですよ

ね。昨年のその時点で、効果があるかどうか

わからへんけども嘱託の方を置いてやってい

て、その効果はまだわかりませんといって、

今年、効果が上がっていないわけじゃないで

すか。まだ始まったばかりという話になって

いますけども、昨年からもう収納率は92％を

割っておったわけでしょう。本年度も92％を

割るわけですよね。ほんなら、２年間で約

5,000万円ですよ。5,000万円のお金をみすみ

す、いただけるはずと言ったらおかしいです

よね。92％というのは目標数字として高い。

今このご時世というか、こういった不景気の

時代に非常に苦慮されるのは理解できるとこ

ろではあるんですけどもね。でも、その92％

という目標数値をクリアしないことには減額

されるというのはもうわかっていることなの

で、そのために昨年、決算委員会でも一般質

問でもお話しさせてもらって、去年も91％何

がしだったですかね。ちょっと僕は忘れまし

たけども、92％を割っておったのは確かです。

本当にあと１％の壁が非常に大きいのは理解

できるんですけども、それをクリアするため

に何らかの施策をとって、本年度はクリアす

るように持っていってほしかったんです。そ

れを、ご答弁いただいたら、嘱託の方を置い

て電話で応答して、それの結果、始まったば

かりなのでわかりませんというようなお話を

聞いて、ああ、そうですかというような話に

は僕はちょっとできないんですよ、正直な話。

それで来年度もまた同じような形で92％を割

り込んで、年々2,600万円何がしのお金が消え

ていくというのは、どうしても理解できない

んです。2,600万円ですよ。2,600万円の増収

をしようと思えば、どれだけ難しいかという

のを考えたら、その１％で2,600万円違うとい

うのはすごい大きいことというのは普通に考

えてもわかるんです。 

 昨年からこれはずっと言っているんですけ
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ど、もうちょっと考えてもらわないといけな

いのと違いますか。それも、言うたら失礼で

すけども、僕はきついことを言って申しわけ

ないですけど、じゃ、担当課で正職の方で、

これに対して収納率を上げるために何かされ

たんですか。嘱託の方に電話をしてもらって

いると。それは一つの手ですよ。課を挙げて

何か施策をとったんですか。その辺をお聞き

したいんですけども。 

 それと比べて現年の分につきましては、納

税課のほうで現年のほうも徴収の担当をして

おるわけなんですけれども、なかなか今、全

税目についてかなり多くの量をこなしており

ますので、現年の分については、そういった

パーセントの確保という観点から、やはり保

険年金課のほうでも徴収に力を入れていただ

くということで、先ほど部長から申し上げま

した徴収嘱託職員を配置しております。現職

員の体制では無理かということのおただしだ

と思うんですけれども、現在、保険年金課の

ほうでは、制度がころころ変わりますもので、

現状の業務で手いっぱいというような状況も

ございます。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今の岡議員のお

ただしについてでございますが、平成20年度

から後期高齢者の医療制度というのが新たに

始まりまして、国民健康保険のほうからその

方たちが分離されました。そういうことで、

全国的にそうですが、当市としては、特にそ

の後期高齢者医療制度のほうに移った方の収

納率は全体的に見てよかったわけなんですけ

れども、それが反対に国民健康保険の残った

方たちの率を下げるというのか、以前から低

い部分の年代というのが国民健康保険のほう

に比重がかかってしまったというのがござい

ます。全国的にそういった分かれたことの中

で、国民健康保険の収納率が、本市だけでは

なくて下がってくるということで、非常に問

題提起がされまして、国のほうで一定の考え

方というのか、ペナルティーというか、その

考え方が現年度の徴収率だけに縛りをかけて

してあったんですけども、20年度から滞納の

分の徴収率も上げることで、滞納と現年の両

面からそのパーセントの一定の基準をクリア

できれば、それぞれ何パーセントの達成がで

きれば、そういった交付金をいただけるとい

うような考え方に変わりました。その中で、

本市のほうは滞納のほうに非常に力を入れて

おりまして、本当にかなり上がったんですけ

れども、わずかのところで目標数値に至らな

かったという経緯がございます。 

 そんな中で、何とか今回の状況を打破して

いく方法として、徴収嘱託職員を配置したわ

けでございますが、何せこの経済状況の中で

徴収率というのはなかなか思うようには上が

っていないということもございますが、市と

して手をこまねいて下がるのを待っているわ

けにもいきませんし、何とかみんなの力で、

１人配置することでその効果を上げていきた

いということで取り組んでいるような状況で

ございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）先ほど１番議員の質問

の中では、嘱託職員の督促以外に何かほかに

手は打ったのかというただしでございました

ので、このただしに対する答弁を願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）嘱託職員は21

年度から置いたわけですけども、20年度につ

きましては、１番議員のおただしのとおり、

職員につきましても電話等の催促をやりまし

て、そのときの実績なんですけれども、500

件の方から1,050万7,105円という形で、電話

やいろいろやって、その中の500件の方から約

1,000万円が入っておるということでござい
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ます。 

 それと、納税課のほうで、19、20年とある

んですけども、国民健康保険税の 終催告を

やっていただきまして、対象が49件で394万

3,346円のところを、催告をやったところ33

件の167万657円という金額が入ってきており

ます。ちなみに19年度の収納率は91.08％やっ

たんですけど、20年度は91.34％ということで

多少上がっております。92％にもう少しとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）371ページの高額医療費

拠出金負担金との関連質問なんですが、私も

直接相談を受けたケースで、がんの治療とい

うことで、通院なんですけれども、抗がん剤

等の負担といいますか、医療費が10万円を超

える、１カ月でいいますと非常に高額な医療

費の負担になると。お尋ねしたいのは、そう

した場合に、いわゆる立替払いといいますか、

年金生活者等の場合、なかなかそうした多額

の医療費の負担というのがきついということ

で、もちろん申請をして高額医療ということ

で戻ってくるんですけれども、それを簡素化

というか、患者さんに負担のいかないように

一時立替払いというような形で対応していた

だく、そうした制度がないものかという質問

だったんですが、この点で説明ください。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）前にも一回そ

ういうような一般質問がありました。そのと

きの答弁といたしましては、今のところ、そ

のやつについては、する予定はございません。

ただし、入院する前に届け出をいただきまし

たら、その方の収入状況云々によって証明書

みたいなのを出します。それを持ってきてい

ただきましたら、その分につきましては、今

言われたように立替払いみたいな形の中で、

病院のほうは自己負担分だけで、その分につ

いては市のほうから、別の連合会のほうから

支払いをさせていただくと、そういうような

形になります。入院する前にそういうような

届けは要りますけども、それをしていただき

ますと、そのような対応ができると思ってお

ります。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今、部長に答弁いただ

いたのは入院治療というケースですか。それ

と、通院で多額の医療費負担があるというケ

ースと、それと入院であっても、そうした制

度があるのであれば、ぜひとも広く市民の皆

さんに広報といいますか、広く知らしめると

いうのか、対象となる市民の方が理解できる

ような内容でぜひとも広く知らしていってい

ただきたいし、また、非常に国民健康保険税

の場合、なかなか支払い能力を超えた課税と

いうふうな認識を僕もするんですが、確かに

取り立てのほうも非常に大事なんですけれど

も、そうした一方で大きな負担に対しての行

政としての対応をぜひお願いしたいので、再

度伺います。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）広報につきま

しては、市の広報、その他の広報もあるわけ

ですけども、検討させていただきまして、し

かるに掲載して市民に知らせていきたいと思

っております。 

 また、今、議員おただしの国民健康保険税

の金額が大きいということでございますけど

も、それにつきましても、先ほどの一般質問

でもありましたとおり、支払いの困難な方に

つきましては相談いただきまして、関係の各

部署等と協議いたしまして何らかの対応をと

っていきたいと思っております。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 
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 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）349ページで、不納欠損

が約2,000万円あるんですけども、この原因は

どういうことが主な原因になっているんです

か。349ページです。 

○議長（中西峰雄君）４番議員の質問に対す

る答弁を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時40分 休憩） 

                     

（午後１時59分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 申し上げます。 

 先ほど設置されました平成20年度決算審査

特別委員会委員の中谷晉君から辞任の願いが

あり、委員会条例第14条の規定により、議長

においてこれを許可いたしました。 

 委員会に欠員１名を生じましたので、岡本

昌次君を委員会条例第８条の規定により、同

委員に指名いたします。 

 先ほどの質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）たびたび申し

わけございませんでした。先ほどの４番議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。国民健康保険税の不納欠損の種類、そ

の分類の中で、一つは行方不明の方、低収入

の方、失業中の方、疾病等病気の方、営業不

振の方、破産・倒産の方、死亡、生活保護中

ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）はい、わかりました。 

 低所得の人がまた高所得者になる可能性も

あるので、失業中だって、仕事したらまた払

うべきなので、市民の公平の負担という観点

からいうたら、こういう人たちが失っていく

欠損で落とされるというのは、営業不振でも

同じですけども、これは不公平だと思います

ので、時効にならないような方策というか手

段を講じていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第３号 平成20年度橋本市簡易水道

事業特別会計決算の認定について 質疑を行

います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第４号 平成20年度橋本市国民宿舎

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第５号 平成20年度橋本市住宅新築

資金等貸付事業特別会計決算の認定について

質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第６号 平成20年度橋本市老人保健

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第７号 平成20年度橋本市公共下水

道事業特別会計決算の認定について 質疑を
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行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全般について行います。 ○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第13号 平成20年度橋本市介護サー

ビス事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第８号 平成20年度橋本市駐車場事

業特別会計決算の認定について 質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全般について行います。 ○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第14号 平成20年度橋本市指定訪問

看護事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第９号 平成20年度橋本市墓園事業

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全般について行います。 ○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第15号 平成20年度橋本市後期高齢

者医療特別会計決算の認定について 質疑を

行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第10号 平成20年度橋本市農業集落

排水事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全般について行います。 ○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  お諮りいたします。 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第11号 平成20年度橋本市土地区画

整理事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 ただ今議題となっております認定第２号か

ら認定第15号までの14件については、平成20

年度決算審査特別委員会に付託いたしたいと

思います。 

 全般について行います。  これにご異議ありませんか。 

 質疑ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第12号 平成20年度橋本市介護保険

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 よって、認定第２号から認定第15号までの

14件については、平成20年度決算審査特別委

員会に付託し、審査することに決しました。 

                     

 全般について行います。  日程第17 認定第16号 平成20年度橋本市

水道事業会計決算の認定について と、日 質疑ありませんか。 
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程第18 認定第17号 平成20年度橋本市病

院事業会計決算の認定について の２件 

○議長（中西峰雄君）日程第17 認定第16号

平成20年度橋本市水道事業会計決算の認定に

ついて と、日程第18 認定第17号 平成20

年度橋本市病院事業会計決算の認定について 

の２件を一括議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 まず、認定第16号 平成20年度橋本市水道

事業会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第17号 平成20年度橋本市病院事業

会計決算の認定について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております認定第16号と

認定第17号の２件については、平成20年度決

算審査特別委員会に付託いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第16号と認定第17号の２件に

ついては、平成20年度決算審査特別委員会に

付託し、審査することに決しました。 
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